
湖西市税務地図情報システム構築業務公募型プロポーザル実施要領 

 

 湖西市総務部税務課で導入している税務地図情報システムの更新にあたり、システム選

考のため、次のとおりプロポーザルを実施する。 

  

１ 事業の趣旨 

現在湖西市では「税務地図情報システム(以下「GIS」という。)」にて固定資産課税情報を

管理し、固定資産税の土地評価を行っている。現行稼働している本システムは令和９年度中

に契約期間が満了となることから、改めてシステム選考を行う必要がある。 

本システムの導入にあたっては、価格のみによる競争では目的を達成することが出来な

いため、技術力及び事務処理に関する民間事業者の多様な提案を受けてシステム構築者を

選定することができる公募型プロポーザル方式により選定するものとする。 

 

２ 業務内容 

（１）業務名   湖西市税務地図情報システム構築業務 

（２）業務内容  別紙「仕様書」のとおり 

（３）履行期間  契約締結の日から令和 15 年 3 月 31 日まで 

（４）限度額   29,502 千円（消費税及び地方消費税を含む。）（令和９年度の保守契約

代も含むこと） 

※この金額は契約予定額を示すものではない。 

※提案見積金額はこの金額を超えてはならない。 

※本稼働後の６年間（令和９年度から令和 11 年度及び令和 12 年度から令和 14 年度まで）

は本システムの保守業務及びデータ更新をそれぞれ随意契約行うことを予定している。 

（５）担当課    〒431-0492 静岡県湖西市吉美 3268 番地 

           湖西市役所 税務課 

           電話：053-576-1217 FAX：053-576-1896 

           E-mail：zeimu@city.kosai.lg.jp 

 

３ 公募対象者の資格要件 

提案者は、以下の資格を全て満たすこと。なお、必要に応じて本市から確認資料の提出を

求めることがある。 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定に該当しないこと。 

（２） 静岡市以西に営業所を有すること。（静岡県内に限る。） 

（３） 主任技術者は測量士及び GIS１級の資格を有し、静岡市以西において 10 年以上固定

資産税のGISシステム構築又はGISシステム運用に従事したことがあること。また、

静岡県内在住であること。 



（４） 担当技術者は情報システム技術・データ整備技術に精通したものとし、静岡市以西

において、10 年以上固定資産税の GIS システム構築又は GIS システム運用に従事し

たことがあること、また、静岡県内在住であること。 

（５） 公告日又は指定通知日から契約締結日までにおいて本市から参加指名停止を受けて

いないこと。 

（６） 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立て、会社更生

法（平成 14 年法律第 225 号）に基づく更生手続開始の申立て、破産法（平成 16 年

法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立て、会社法（平成 17 年法律第 86 号）に

基づく清算の開始又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 17

年法律第 87 号）第 64 条の規定による改正前の商法（明治 32 年法律第 48 号）に基

づく整理開始の申立て若しくは通告及び民事保全法（平成元年法律第 91 号）の規定

に基づく民事保全の手続きが常態化されていない者であること。 

（７） 情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001）、プライバシーマーク

（JISQ15001）及び品質マネジメントシステム（ISO9001 又は JISQ9001）の認証を取

得していること。 

（８） 破壊活動防止法（昭和 27 年法律第 240 号）の適用となる団体でないこと。 

（９） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成

員を含む。）の統制の下にある団体でないこと。 

 

４ プロポーザル実施の手続き 

（１）スケジュール 

内容 期限 備考 

実施要領の公表 令和 8年 5月 25 日（月） 市ウェブサイトで配布 

質問受付期限 令和 8年 6月 5日（金）  

参加表明書の提出 令和 8年 6月 5日（金）  

質問に対する回答 令和 8年 6月 12 日（金）  

事業提案書の提出 令和 8年 6月 19 日（金）  

プレゼンテーション 令和 8年 7月 1日(水) 時間は後日通知 

審査結果通知・公表 令和 8年 7月 3日（金） 通知・市ウェブサイトで公表 

（２）実施要領等の配布 

① 配布期間 令和 8年 5月 25 日から令和 8年 6月 5日正午まで 

② 配布場所 当市ウェブサイトよりダウンロード 

（３）質疑・応答 

プロポーザルに参加するに当たり質問事項がある場合は質問書（様式３）により電子メー

ルにて提出すること。 



① 受付期間  令和 8年 5月 25 日から令和 8年 6月 5日正午まで 

② 質問方法  電子メールにて提出 

③ 回答期日  令和 8年 6月 12 日まで 

④ 回答方法  回答は質問書（様式３）に記載のメールアドレスへ回答書を送付する。 

（４）応募書類の提出期限、提出場所及び提出方法 

① 参加表明書（様式１） 

(A) 提出期限 令和8年5月25日から令和8年6月5日閉庁時刻まで 

(B) 提出場所 ２（５）に同じ 

(C) 提出方法 電子メールにより提出すること 

② 事業提案書（様式６） 

(A) 提出期限 令和8年5月25日から6月19日閉庁時刻まで 

(B) 提出場所 ２（５）に同じ 

(C) 提出方法  持参または郵送（PDF ファイルは CD-R 等の記録媒体に保存し提出）及び

電子メールにより提出すること 

 

５ 提出書類 

（１）提出書類（参加表明書提出時） 

① 参加表明書（様式１） 

（２）提出書類（事業提案書提出時） 

① 事業提案書（様式６） 

(A) 実施方針・体制 

(B) 業務実績 

(C) システム概要 

(D) 基礎資料データ更新手法 

(E) 自由提案 

② 見積書(様式１０) 

※全て、正本１部及び PDF ファイルで提出 

（３）（２）の作成方法 

① 事業提案書の用紙は、原則として A4 判用紙を使用すること。補足資料としてA3 判用紙を使

用する場合には、A4 判サイズに織り込むこと。 

② 事業提案書及び補足資料は全て両面カラー印刷とすること。 

③ 事業提案書は１者１提案とし、15ページ以内とする。ただし、補足資料は含まない。 

④ 見積書内訳の様式は自由だが、本実施要領で定めた事項や提案内容を実施するために

必要な全ての費用（消費税及び地方消費税の額を含む）を記載し、積算内訳がわかるよう

に提出すること。 

（４）提出された応募書類の取扱い 



① 提出期限後は、提出書類の変更、差替、再提出若しくは撤回は認めない。 

② 提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

③ 事業提案書は、湖西市情報公開条例（平成 12 年湖西市条例 37 号）に基づく公文書開示

請求の対象となる。市は、必要に応じて、追加資料の提出を求めることができる。 

④ 事業提案書等の作成及び提出に係る費用等、プロポーザル参加に要する経費はすべて

参加者の負担とする。 

⑤ 参加者は、事業提案書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意したものとみなす。 

⑥ 事業提案書に使用する言語は日本語、使用する通貨は円とする。 

⑦ 提出された事業提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行う場合がある。 

⑧ 事業提案書等の著作権は、提案者に帰属する。 

⑨ 事業提案書等に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三

者の権利の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 

（５）辞退について 

① 参加表明書等の提出後に辞退する場合は参加辞退届（様式４）を提出すること。 

 

６ 評価方法等 

（１）評価要領 

別紙「評価要領」のとおり 

（２）プレゼンテーション及びヒアリング 

① 日 時 令和 8年 7月 1日（水） 

② 留意事項 時間および会場については、参加表明書提出後に個別に通知する。 

※提案者１者につき、準備片付け5分、プレゼンテーション40分程度、ヒアリング15分程度の合計60

分程度とする。 

※発表者は補助者を含め4名までとする。 

※プレゼンテーションにてシステムデモンストレーションを実施する。 

※デモンストレーションに使用する機材は参加者で用意する。 

※提案書の補足説明としてパワーポイント等用いる場合は、事業者にて資料及び機材等準備す

るものとする。ただし、プロジェクター及びスクリーンは湖西市にて用意する。 

（３）評価方法 

事業提案書、プレゼンテーション及びヒアリングについて、別紙「評価要領」に基づいて

評価する。 

（４）候補者の選定方法 

① 失格者を除いた者のうち、市職員で構成する審査会において、６（３）に基づき評価を

行う。なお、評価点の平均が満点の６割未満の場合、当該企画提案者を契約候補者として

選定しない。 

② 事業提案書の提出が１者のみであっても審査を実施し、評価点の平均が満点の６割未満



の場合、その提案者は候補者として選定しない。  

③ ①または②の評価結果は、審査会において、評価点が最も高い者を契約相手方となる候

補者として選定する。 

（５）審査結果 

審査結果後、参加した全ての事業者に文書で通知する。 

（６）留意事項 

① 提出された事業提案書等の書類及びプレゼンテーションの内容については原則非公開

とする。 

② プレゼンテーションの順番は市が指定する。 

③ 審査結果についての異議申し立ては受け付けない。 

（７）失格事項 

次に掲げる場合に該当する者は、失格とする。 

① 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

② 本募集要領に示した事業提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

③ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

④ 見積書の金額が、契約限度額を超えているとき 

⑤ その他、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等があった場合 

 

７ 契約手続 

（１）契約の相手方の候補者に選定された者と本市との間で、業務内容、経費等について再

度調整を行い、協議が整った場合に契約を締結する。 

（２）契約代金の支払いについては、原則、精算払いとする。 

（３）選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載

した参加辞退届（様式４）を提出すること。なお、この場合、次順位の者を契約の候補者とす

る。 

 

８ 業務の適正な実施に関する事項 

（１）業務の一括再委託の禁止 

受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。

ただし、業務を効果的に行う上で必要と思われる業務については、市と協議の上、業務の一

部を委託することができる。 

（２）個人情報の保護 

受託者が当該業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、法施行条例に基づき、そ

の取扱いに十分留意し、漏洩、滅失及び棄損の防止その他個人情報の保護に努めること。 

（３）守秘義務 

受託者は、委託業務の処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委託業務が完



了し、契約が解除された後においても、同様とする。 

 

９ 業務の継続が困難となった場合の措置 

市と受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難となった場合の措置は、

次のとおりとする。 

（１）受託者の責めに帰すべき事由による場合 

受託者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難となった場合には、市は、契約の全部

又は一部を解除することができるものとする。この場合、市に損害を与えたときは、その損害に

相当する額を、受託者が賠償するものとする。 

（２）その他の事由による場合 

天災その他、市及び受託者双方の責めによらない事由により、業務の全部又は一部の継続が

困難となった場合、市の承認を得て、当該部分の業務を免れるものとし、市は、当該部分に

ついての委託料の支払いを免れるものとする。 

                                                  

10 その他 

（１） 電話や電子メール等の通信事故については、本市はいかなる責任も負わない。 

 


